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則

(

警

務
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規

則

青
森
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
三
年
三
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
六
号

青
森
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
県
税
条
例
施
行
規
則

(

昭
和
三
十
四
年
五
月
青
森
県
規
則
第
六
十
一
号)

の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
号
様
式
の
そ
の
一
の(

表)

中｢地
域
県
民
局
長
｣

を｢東
青
地
域
県
民
局
長
｣

に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
前
の
青
森
県
県
税
条
例
施
行
規
則
第
二
号
様
式
の
そ
の
一
の
規
定
に
よ
り
調
製
し
た
納
税

通
知
書
の
用
紙
で
現
に
残
っ
て
い
る
も
の
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

青
森
県
職
業
能
力
開
発
校
及
び
障
害
者
職
業
能
力
開
発
校
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
三
年
三
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
七
号

青
森
県
職
業
能
力
開
発
校
及
び
障
害
者
職
業
能
力
開
発
校
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則

青
森
県
職
業
能
力
開
発
校
及
び
障
害
者
職
業
能
力
開
発
校
条
例
施
行
規
則

(

昭
和
三
十
三
年
十
月

青
森
県
規
則
第
百
十
二
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
一
条
中｢

職
業
訓
練｣

の
下
に｢

(

職
業
能
力
開
発
校
の
施
設
内
で
行
う
も
の
を
除
く
。)

｣

を
加
え
る
。

第
十
三
条
第
一
項
中

｢

学
生｣

を

｢

長
期
間
の
訓
練
課
程
の
学
生｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

｢
前
項｣

を

｢

前
二
項｣

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を

加
え
る
。

２

短
期
間
の
訓
練
課
程
の
学
生
は
、
校
長
が
す
る
納
入
の
通
知
に
よ
り
、
授
業
料
を
校
長
の
指
定

す
る
日
ま
で
に
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
一
号
様
式
の
注
の
５
及
び
第
三
号
様
式
の
注
の
１
中

｢職
業
訓
練
の
｣

を

｢職
業
訓
練
(施
設

内
で
行
う
も
の
を
除
く
｡
)
の
｣

に
改
め
る
。
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附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
県
営
土
地
改
良
事
業
分
担
金
等
徴
収
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に

公
布
す
る
。

平
成
二
十
三
年
三
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
八
号

青
森
県
県
営
土
地
改
良
事
業
分
担
金
等
徴
収
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
県
営
土
地
改
良
事
業
分
担
金
等
徴
収
条
例
施
行
規
則

(

昭
和
三
十
六
年
十
二
月
青
森
県
規

則
第
百
三
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
中

｢

第
三
条
第
一
項
第
二
十
八
号｣

を

｢
第
三
条
第
一
項
第
二
十
四
号｣

に
改
め
、
同
条

各
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

点
検
整
備
費

(

電
気
設
備
の
保
守
点
検
の
た
め
電
気
事
業
法
(

昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七

十
号)

第
四
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
選
任
さ
れ
た
主
任
技
術
者
に
係
る
人
件
費
を
含

む
。)

二

施
設
管
理
費

三

施
設
費

四

調
査
費

五

諸
油
脂
費

六

整
備
補
修
費

七

電
力
料

附
則
第
三
項
中

｢

第
六
項｣

を

｢

第
五
項｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

青
森
県
告
示
第
二
百
七
十
三
号

青
森
県
報
発
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
三
年
三
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
報
発
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

青
森
県
報
発
行
規
程

(

昭
和
五
十
一
年
三
月
青
森
県
告
示
第
二
百
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
九
条
第
二
号
中

｢

並
び
に｣

を

｢

及
び｣

に
改
め
、

｢

及
び
室｣

を
削
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
告
示
第
二
百
七
十
四
号

平
成
二
十
一
年
七
月
二
十
一
日
青
森
県
告
示
第
四
百
九
十
六
号

(

青
森
県
営
浅
虫
水
族
館
の
食
堂

施
設
の
使
用
料
の
額)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
二
十
三
年
三
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

｢

九
十
五
万
七
千
五
百
円｣

を

｢

七
十
六
万
七
千
三
百
円｣

に
改
め
る
。

公

安

委

員

会

青
森
県
警
察
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
三
年
三
月
二
十
五
日

青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
長

加

福

�

貞

青
森
県
公
安
委
員
会
規
則
第
三
号
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青
森
県
警
察
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
警
察
組
織
規
則

(

昭
和
三
十
六
年
十
一
月
青
森
県
公
安
委
員
会
規
則
第
十
五
号)

の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
の
二
中
第
八
号
を
第
九
号
と
し
、
第
一
号
か
ら
第
七
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同

条
に
第
一
号
と
し
て
次
の
一
号
を
加
え
る
。

一

公
文
書
類
の
編
集
及
び
保
存
に
関
す
る
こ
と
。

第
四
条
中
第
十
号
を
削
り
、
第
十
一
号
を
第
十
号
と
す
る
。

｢

厚
生
課

｢

総
務
事
務
推
進
課

第
七
条
の
二
中

｢

二
課｣

を

｢
三
課｣

に
、

を

厚
生
課

に
改
め

情
報
管
理
課｣

情
報
管
理
課

｣

る
。第

七
条
の
四
中
第
九
号
及
び
第
十
号
を
削
り
、
同
条
を
第
七
条
の
五
と
す
る
。

第
七
条
の
三
を
第
七
条
の
四
と
し
、
第
七
条
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(

総
務
事
務
推
進
課)

第
七
条
の
三

総
務
事
務
推
進
課
に
お
い
て
は
、
次
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

知
事
部
局
及
び
関
係
機
関
と
の
施
策
に
関
す
る
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

二

警
察
通
信

(

通
信
指
令
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。)
に
関
す
る
こ
と
。

三

分
課

(

機
動
捜
査
隊
、
交
通
規
制
課
、
運
転
免
許
課
、
交
通
機
動
隊
、
高
速
道
路
交
通
警
察

隊
及
び
機
動
隊
を
除
く
。)

の
庶
務
の
調
整
及
び
整
理
に
関
す
る
こ
と
。

四

総
務
室
の
総
合
的
な
企
画
、
調
整
及
び
運
用
に
関
す
る
こ
と
。

五

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
総
務
室
内
の
他
の
所
掌
に
属
し
な
い
こ
と
。

第
九
条
第
五
号
中

｢

家
出
人
等｣

を

｢

行
方
不
明
者
等｣

に
改
め
る
。

第
十
一
条
の
二
中
第
十
号
を
削
り
、
第
九
号
を
第
十
号
と
し
、
第
八
号
を
第
九
号
と
し
、
第
七
号

の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

八

手
口
捜
査
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
一
条
の
三
中
第
六
号
を
削
り
、
第
七
号
を
第
六
号
と
し
、
第
八
号
を
第
七
号
と
す
る
。

第
十
七
条
中
第
四
号
を
削
り
、
第
五
号
を
第
四
号
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行


